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刑事施設における福祉的⽀援

現

状

● 保護観察所，地域⽣活定着⽀援センター，福祉関係機関等との
連携により特別調整等の福祉的⽀援を実施

● ⽀援ニーズの把握，具体的な⽀援を円滑に進めるため，社会福祉⼠
等の専⾨スタッフを配置

⇒ 再⼊状況の改善に⼀定の成果
特別調整対象者の再⼊率（同辞退者の再⼊率）
⾼齢受刑者 7.1％（46.4％）
障害受刑者10.0％（39.3％）（法務総合研究所の調査による）
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（年度）

課

題

・対象者数の多さ，調整の複雑さ，これらに起因する業務の増⼤
・⽀援が必要な受刑者の「同意」の問題

・在所中から，出所後の地域⽣活への円滑な移⾏に向けた指導が必要

●特別調整等の対象者から漏れる受刑者の存在

●特別調整等をより良く機能させるための指導の充実

・福祉制度（⽣活保護，医療・年⾦等）に関する基礎知識の付与
・基本的⽣活能⼒の付与（対⼈関係スキル，会話スキル等）

●福祉的⽀援を担う部⾨の充実（社会福祉⼠の増配置等）

●「社会復帰⽀援指導プログラム」の全国的実施

●地⽅公共団体等との連携強化
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刑事施設における薬物依存離脱指導

刑事施設
○薬物依存離脱指導の実施結果等の情報
・断薬への動機付け
・再使⽤防⽌スキルの獲得
・地域⽀援に関する理解

○⼼⾝の状況，服薬状況等の医療情報

地域社会の保健医療・福祉機関，⺠間⽀援団体（ダルク，ＮＡ）等
の協⼒による息の⻑い⽀援の実施

保護観察所
○薬物再乱⽤防⽌プログラムへの活⽤
・薬物検出検査の実施
・再使⽤防⽌スキルの実践
・地域⽀援への移⾏

○医療情報の活⽤

◎指導の⽬標
○ 薬物依存の認識及び薬物使⽤に係る⾃分の問題点の理解
○ 断薬への動機付けを⾼める
○ 再使⽤に⾄らないための知識及びスキルを習得させる
○ 社会内においても継続的に薬物依存からの回復に向けた治療
及び援助等を受けることの必要性を認識させる

◎カリキュラム等
○ 刑の⼀部の執⾏猶予制度の施⾏を踏まえ，保護観察所と同様，
認知⾏動療法の⼿法を取り⼊れたプログラムを導⼊

受刑者個々の問題性やリスク，刑期の⻑さ等に応じ，
各種プログラムを組み合わせて実施

必修プログラム ＤＶＤ教材・ワークブック

専⾨プログラム グループワーク（12回）

選択プログラム グループワーク ⺠間⾃助団体によ
るミーティング

ＤＶＤ等の補助
教材の視聴

⾯接，個
別指導等

現

状

課

題

薬物事犯者の再犯防⽌は，施設内処遇だけでは困難

⼀貫性のある指導・⽀援・治療のための処遇情報等の引継ぎ



少年施設における保健医療・福祉分野との連携施策

 入口支援等への協力
地方検察庁等の依頼に応じ，被疑者に対して知能検査等を実施

 児童福祉との連携
児童相談所，児童自立支援施設等の依頼に応じ，対象児童に対

する心理検査等，事例検討会への出席等を実施

少年鑑別所による地域援助

 出口支援への協力
地域生活定着支援センター，保護観察所等の依頼に応じ，刑務

所出所者等に対して知能検査等を実施

少年鑑別所のアセスメント機能を活かし，問題点の分析
と適切な援助方針を提示

少年院による社会復帰支援

少年院がコーディネーターとしての役割を果たし，医療・
福祉関係機関を含めた更なる連携を推進

 処遇ケース検討会の開催
家庭裁判所，保護観察所，少年鑑別所等の関係機関の担当者が

一堂に会し，自立に困難を抱える在院者等の社会復帰に向けた処
遇方針等を検討する会議を実施

 医療・福祉機関との連携
少年院２０庁に配置された社会福祉士・精神保健福祉士が，出院

後に医療・福祉のニーズがある在院者に対して，相談・助言，医療・
福祉機関との連絡調整を実施

切れ目のない支援を実現するために一層積極的な連携が必要



起訴猶予者や執行猶予者等に対し，更生緊急保護の措置を講じている

保護観察所における入口支援

（保護統計年報）

更生緊急保護

○帰住先のない者
○経済的に困窮している者
○高齢又は障害により自立が困難な者
○就労支援が必要な者

○更生保護施設等への委託
○食事，衣料，地元等への帰住旅費給与
○福祉サービス等の利用支援
○ハローワーク等と協力した就労支援

更生緊急保護の申出があれば，
罪名，特性，心身の状態を問わず
必要な措置をとる

対象者

課題

✔ 出口支援における地域生活定着支援センターのような調整の仕組みがない
✔ 福祉サービス等の利用につながった後のフォローアップが不十分
✔ 更生緊急保護対象者の個々の特性に応じた受け皿や就労先の不足
✔ 業務負担の増加と要員の不足

措置内容

等等

現状

更生緊急保護の措置を講じた人員：４，５７０ （平成２７年）



保護観察官

薬物依存に関する専門的な知見に基づいた処遇の実施
・ 専門的処遇プログラムの実施
・ 簡易薬物検出検査の実施
・ 日常的な生活指導 等
専門の統括保護観察官（薬物処遇ユニット）の新設（１２庁）

保護観察所

精神保健福祉センター

民間支援団体 医療機関

都道府県・政令指定都市

薬物事犯者に対する保護観察処遇における関係機関等との連携

○ 刑の一部の執行猶予制度により，薬物依存のある保護観察対象者が大きく増加することとなるが，
統括保護観察官の新設は全国で１２箇所にとどまるなど保護観察所の体制整備が追いついていない。

○ 薬物事犯者を地域で支える連携体制がいまだ十分には構築されていない。

課題

保護観察対象者

地域支援ネットワーク

・役割分担調整
・連携構築

福祉事務所
市町村障害保健福祉課

・保護観察終了後の支援調整

福祉的支援
保健所

保護観察

相談支援

保護司

更生保護施設



・後期高齢者や知的障害を有する者
・就労意欲がない者
・医療措置を優先すべき者
・集団生活に適応できないホームレスの者
・性犯罪，放火等の重大犯罪を犯した者

・児童虐待，ＤＶ案件等の貧困を理由としない再犯リスクが高い者

更生緊急保護のみでは対応が困難な事例

検察独自に支援を行う必要

検察における入口支援

主な対象者

【参考】東京地方検察庁における対応件数（H25.1～H29.1）
（刑事局調べ）

1554
(52%)

1455
(48%)

検察独自の入口支援

更生緊急保護

実績

・捜査記録や面談等から被疑者等の障害等の問題点を把握し，支援策を検討
→ 更生緊急保護
→ 検察独自の支援

○出口支援における地域生活定着支援
センターのような調整枠組の欠如

○釈放者を確実に福祉につなぐ方策
（検察事務官による同行支援の限界）

○地方公共団体における「縦割り」と
福祉支援全体を統括する窓口の欠如
（例：高齢者支援課，障害者福祉課等）

取組内容

○新たな業務負担と要員の不足

問題点

受け入れ先となる社会福祉事務所や病院，ＮＰＯ等の探索・依頼
同行支援（釈放した被疑者等を受け入れ先まで同行）

（起訴猶予処分又は罰金・単純執行猶予付き判決が見込まれる者について）
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依存症対策の推進に係る平成２９年度予算
２８年度予算額 ２９年度予算

１．１億円 → ５．３億円
＋地域生活支援促進事業３４億円の内数

アルコール・薬物・ギャンブル等の依存症対策の『依存症対策全国拠点機関』（仮称）において、
地域における指導者の養成（トレーナー研修）等を実施し、依存症医療・支援体制の整備を推進する。

全国拠点機関における依存症医療・支援体制の整備 １６百万円 → ６０百万円

都道府県等において、『依存症専門医療機関』（仮称）の指定等による医療体制の整備を図るとと
もに、相談拠点の充実を図るなど、地域の支援体制づくりのための取組を推進する。

（主な取組の内容）
・依存症の専門医療機関の指定（平成２８年度５か所 → 平成２９年度全国６７か所）
・精神保健福祉センター等への依存症相談員の配置（０人 → ６７人）
・相談支援対応者、医療従事者等への研修 等

地域における依存症の支援体制の整備 ７７百万円 → ４４９百万円

アルコール・薬物・ギャンブル等の依存症になった者を早期に医療機関や精神保健福祉センターな
どの相談窓口等につなげるため、依存症の正しい理解を広める啓発活動を行う。

依存症に関する普及啓発の実施 １６百万円 →１６百万円

アルコール・薬物・ギャンブル等各依存症の関連問題に取り組む民間団体の支援を行う。

アルコール・薬物・ギャンブル等の民間団体支援 地域生活支援促進事業３４億円の内数



⑤調整依頼

⑥連絡・調整

退所予定者が帰住を希望する
都道府県のセンターに調整連絡

○ 平成21年度より、高齢又は障害により支援を必要とする矯正施設退所者に対して、保護観察所と協働し退所後直
ちに福祉サービス等につなげる「地域生活定着支援センター」の整備を実施。

○ 平成23年度末に全国47都道府県への整備が完了し、平成24年度からは全国での広域調整が可能に。

○ 地域生活定着支援センターでは、①入所中から帰住地調整を行うコーディネート業務②福祉施設等へ入所した後
も継続的に支援するフォローアップ業務③地域に暮らす矯正施設退所者に対して福祉サービスの利用等に関する
相談支援業務を実施。（平成27年度は延べ1，396人のコーディネートを実施し、うち752人が受入先に帰住）

Ａ県地域生活定着支援センター

厚生労働省

事業費補助

①対象者選定

②調整依頼

④連絡･調整

Ａ県矯正施設

Ａ県保護観察所

法 務 省

※対象者選定にあたっては、高齢

か、障害があるか、帰住先がある
か等を基準に判断する。

退所予定者との面会
（福祉ニーズ、帰住予定地の
聞き取り等）

・退所予定者との面会

（福祉ニーズ、帰住予定地の聞
き取り等）

・帰住先の調整（市町村、福祉
施設等への受入要請等）

・出所時の同行（福祉事務所、
受入福祉施設等への同行、手
続きの援助等）

全国のセンターで
広域調整を実施

帰住先の例
更生保護施設、アパート

等、

福祉施設（救護施設、特
養、
障害者施設等） など

⑦ 地域生活移行後も、定着のための継続的なフォローアップを実施
（受入施設との調整、福祉サービスの相談支援など）

職員体制：６名標準
（社会福祉士、精神保健福祉士等）

地域⽣活定着促進事業



矯正施設に収容

【法務省/矯正施設】

更⽣緊急保護
既存の
各種

福祉サービス

【法務省/保護観察所・更⽣保護施設等】

◎刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律
◎少年院法

◎更⽣保護法等

☆協⼒等依頼
（特別調整通達）

※釈放後６か⽉以内（延⻑可）

地域⽣活定着⽀援センターは、保護観察所の「⽣活環境の調整」に協⼒し、全国調整を⾏っ
て、地域における既存の各種福祉サービスにつなぐ調整主体

地域⽣活定着促進事業の充実強化には、
地域⽣活定着⽀援センターと司法関係機関・福祉関係者との連携が必要不可⽋

◎各種の福祉関係の法律

地域⽣活定着⽀援センターの位置づけ

【厚労省・⾃治体・事業者】

※要件
⾼齢⼜は障害でサービス必要
釈放後の住居がない
本⼈同意 等

⽣活環境
の調整

地域⽣活
定着⽀援ｾﾝﾀｰ

地域⽣活
退所



地域生活定着支援センターの支援状況 （平成２７年度中に支援した者）

１．コーディネート業務（帰住地への受入れ調整）

コーディネートを実施した者 １，３９６（１，３８５）

【内訳】 矯正施設を退所し受入れ先に帰住した者 ７５２（７４３）

帰住地への受入れ調整を継続中の者 ５２２（５２９）

「福祉を受けたくない」といった理由や疾病悪化等により支援を辞退した者 １２２（１１３）

矯正施設入所前に、 介護保険または障害者自立支援の認定を受けていた者 ６６（５５）

療育手帳または障害者手帳を取得していた者 ２９７（２８８）

矯正施設入所中に、 介護保険または障害者自立支援の認定手続を行った者 ２３１（２２９）

療育手帳または障害者手帳を取得した者 １１１（１２３）

【矯正施設を退所し受入れ先に帰住した者の福祉サービスの利用状況】

矯正施設退所後にフォローアップを実施した者 １，８６２
（１，６４０）

【内訳】 支援が終了した者（地域に定着した者） ５７６（４８４）

支援継続中の者 １，２８６（１，１５６）

フォローアップ中に、生活保護を申請した者 ５７９（５８９）

フォローアップ中に、介護保険または障害者自
立支援の認定を受けた者

１８３（１８４）

フォローアップ中に、療育手帳または障害者手
帳を取得した者

１２２（１０８）

２．フォローアップ業務
（受入れ調整後に行う受入先施設等への支援）

【フォローアップを実施した者の福祉サービスの利用状況】

相談支援を実施した者 １，２３２
（１，２１２）

【内訳】 支援が終了した者 ６２２（６０４）

支援継続中の者 ６１０（６０８）

相談支援中に生活保護を申請した者 １０８（１２６）

相談支援中に介護保険または障害者
自立支援の認定を受けた者

５７（１０１）

相談支援中に療育手帳または障害者
手帳を取得した者

２６（５９）

３．相談支援業務
（地域に在住する矯正施設退所者本人やその家族、施設
等からの相談に応じる支援）

【相談支援を実施した者の福祉サービスの利用状況】

（単位：人、かっこ内は平成２６年度の実績）



身体障害
あり

知的障害
あり

精神障害
あり

身体＋
知的

身体＋
精神

知的＋
精神

身体＋知的
＋精神

その他※ 合計

65歳以上 23(35) 36(39) 41(34) 4(5) 6(5) 6(3) 1(0) 238(238) 355(359)

65歳未満 38(40) 156(165) 128(126) 10(11) 6(7) 42(27) 4(1) 13(7) 397(384)

合計 61(75) 192(204) 169(160) 14(16) 12(12) 48(30) 5(1) 251(245) 752(743)

【参考１】 矯正施設を退所し受入れ先に帰住した者の障害・年齢別内訳 （単位：人）

※「その他」には、軽度の認知症の者や、障害が疑われる者などが含まれる。※※かっこ内は平成２６年度の実績である。

（単位：人）【参考2】 矯正施設を退所し受入れ先に帰住した者の矯正施設退所時点の居住先内訳
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